
 
 

議案第８８号  

  

山都町すくすく子育て支援住宅条例の制定について  

 

山都町すくすく子育て支援住宅条例を別紙のとおり定める。  

令和４年１２月７日提出 

山都町長  梅田 穰    

  

  

（提案理由）  

下市に建設した地域優良賃貸住宅について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第１項の規定に基づき、当該住宅の設置及び管理に関

し必要な事項を定める必要があります。 

これが、この議案を提出する理由です。 



 

 

 

山都町すくすく子育て支援住宅条例をここに公布する 

令和  年  月  日 

山都町長 

 

山都町条例第  号 

   山都町すくすく子育て支援住宅条例 

（目的） 

第１条 この条例は、「豊かな自然 豊かな感性 地域の絆で子どもの夢ふく

らむまち 山都町」という本町の子ども子育ての基本理念の下、山都町住生

活基本計画に基づき子育て世帯を支援していく観点から、子育て世帯に対し

て良質で利便性の高い賃貸住宅を供給することにより、子どもを安心して産

み育てられる生活環境の整備を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「地域優良賃貸住宅」とは、地域優良賃貸住宅制度

要綱（平成１９年３月２８日国住備第１６０号）第２条第１１号に規定する

賃貸住宅をいう。 

２ この条例において「共同施設」とは、地域優良賃貸住宅に付設された駐車

場その他地域優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をい

う。 

３ この条例において「所得」とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する

法律施行規則（平成５年建設省令第１６号）第１条第４号に規定する所得を

いう。 

４ この条例において「子育て世帯」とは、同居者に１８歳未満の者又は妊娠

している者がいる者をいう。 

５ この条例において「新婚世帯」とは、配偶者（婚姻の届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）を得て５年

以内の者がいる者をいう。 

６ この条例において「子育て世帯等」とは、子育て世帯又は新婚世帯をい



 

 

 

う。 

７ この条例において「暴力団員」とは、山都町暴力団排除条例（平成２４年

山都町条例第７号）第２条第２号の暴力団員をいう。 

８ この条例において「近傍同種家賃」とは、地域優良賃貸住宅と同等の賃貸

住宅の利用対価として入居者が通常支払うべき賃料をいう。 

（名称及び位置） 

第３条 町は、第１条に掲げる目的を達成するため、本町に地域優良賃貸住宅

を設置する。 

２ 前項の地域優良賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

おおるりメゾンド浜町 山都町下市５３番地１ 

 （町の責務） 

第４条 町は、子育て世帯等の地域優良賃貸住宅への入居の需要に応じて、当

該入居の機会が適正に確保されるように努めなければならない。 

（入居資格を有する者） 

第５条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、入居の申込時点にお

いて、次に掲げる要件を備える者（以下「入居資格を有する者」という。）

でなければならない。 

（１） 自ら居住するために住宅を必要とする者であること。 

（２） 次のいずれかに該当する世帯であること。 

ア 子育て世帯 

イ 新婚世帯であって、妻の年齢が４３歳を超えていないこと。 

（３） 所得が、月額６８，０００円を超え４８７，０００円以下である

こと。 

（４） その属する世帯の世帯員に町税その他の町が徴収する料金等の滞

納がないこと。 

（５） 暴力団員でないこと。 



 

 

 

（入居者の公募の方法） 

第６条 町長は、規則で定めるところにより、地域優良賃貸住宅の入居者につ

いて、公募を行うものとする。 

（入居の申込み） 

第７条 入居資格を有する者は、地域優良賃貸住宅に入居しようとするとき

は、規則で定めるところにより、町長に、入居の申込みをしなければならな

い。 

 （入居者の決定） 

第８条 町長は、前条の規定により入居の申込みを行った者を、地域優良賃貸

住宅の入居者として決定するものとする。ただし、当該入居の申込みをした

者の数が第６条の規定により公募した地域優良賃貸住宅の戸数を超えるとき

は、抽選によって決定するものとする。 

（住宅入居の手続） 

第９条 前条の規定により入居の決定を受けた者（以下「入居決定者」とい

う。）は、当該決定のあった日の翌日から起算して１０日以内に次に掲げる

入居の手続をしなければならない。 

（１） 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連

帯保証人２名の連署する請書を提出すること。 

（２） 第１６条の規定により敷金を納付すること。 

２ 地域優良賃貸住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前

項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、

町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。 

３ 町長は、地域優良賃貸住宅の入居決定者が第１項に規定する期間（前項の

規定する期間を含む）内に入居の手続をしないときは、地域優良賃貸住宅の

入居の決定を取り消すことができる。 

４ 町長は、地域優良賃貸住宅の入居決定者が入居の手続を完了したときは、

当該入居決定者に対して、速やかに地域優良賃貸住宅の入居可能日を通知す

るものとする。 



 

 

 

５ 入居決定者は、前項の規定により通知を受けた入居可能日の翌日から起算

して３０日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受け

たときは、この限りでない。 

（近傍同種家賃の額） 

第１０条 第２条第８項の近傍同種家賃の額は、月額７８，０００円とする。 

 （入居資格を有する世帯の家賃の額） 

第１１条 町は、第１条の目的を達成するため、第５条に規定する入居資格を

有する入居者に対して、近傍同種家賃の額の一部を減額して、家賃を設定す

ることができる。 

２ 前項の規定により設定する家賃の額は、月額４３，０００円とする。 

（連帯保証人の保証の極度額） 

第１２条 第９条第１項第１号の連帯保証人の保証の極度額は、入居者の入居

時の家賃６月分とする。 

（所得の申告等） 

第１３条 入居者は、毎年度、町長に対し、規則で定めるところにより、所得

を申告しなければならない。ただし、町長が申告の請求に応じることが困難

な事情にあると認めるときは、この限りでない。 

２ 町長は、前項の規定による所得の申告により、又は同項ただし書に規定す

る場合にあっては第２９条第１項に規定する方法により、所得等の認定を行

い、当該認定の結果を入居者に通知するものとする。 

（家賃の減免又は徴収猶予） 

第１４条 町長は、入居者に次の各号に掲げる特別の事情がある場合におい

て、当該入居者の申請に基づき、規則で定めるところにより、家賃を減額

し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。 

（１） 入居者又は同居者が病気にかかり長期療養を必要とするとき。 

（２） 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 

（３） その他前２号に準ずる特別の事情があるとき。 

（家賃） 



 

 

 

第１５条 町長は、入居者から第９条第４項の入居可能日から当該入居者が地

域優良賃貸住宅を明け渡した日（第２７条第２項の規定による明渡しの期限

として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第３１条第１

項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日）までの間、

家賃を徴収する。 

２ 入居者は、毎月の末日（その日が山都町の休日を定める条例（平成１７年

山都町条例第２号）第１条第１項に規定する町の休日に当たるときは、その

翌日）までに、当月分の家賃を納付しなければならない。ただし、月の途中

で退去した場合又は入居した場合は、町長が別に指定する期日までに、その

月分を納入しなければならない。 

３ 入居者が新たに地域優良賃貸住宅に入居した場合又は地域優良賃貸住宅を

明け渡した場合において、その月の使用期間が１月に満たないときは、その

月の家賃は、日割計算による。 

（敷金） 

第１６条 町長は、入居者から入居時における３月分の家賃に相当する金額の

範囲内において、敷金を徴収することができる。 

２ 前項の敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、

未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額

を還付する。 

３ 敷金には、利子をつけない。 

（共益費） 

第１７条 町長は、規則で定めるところにより、入居者から共益費を徴収する

ことができる。 

（修繕費用の負担） 

第１８条 地域優良賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその

修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の

負担とする。 

２ 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、



 

 

 

前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその

費用を負担しなければならない。 

（入居者の費用負担義務） 

第１９条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。 

（１） 電気、ガス及び水道の使用料 

（２） 汚物及びじんかいの処理に要する費用 

（３） 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要す

る費用 

（４） 前条第１項において町が負担することとされているもの以外の地域

優良賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用 

（入居者の保管義務等） 

第２０条 入居者は、地域優良賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注

意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。 

２ 入居者の責めに帰すべき事由により、地域優良賃貸住宅又は共同施設が滅

失し、又は損傷したときは、入居者は、これを原形に復し、又はこれに要す

る費用を賠償しなければならない。 

（入居者の迷惑行為の禁止） 

第２１条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしては

ならない。 

２ 入居者は、犬、猫、鶏等他人の迷惑になるおそれのある動物等を当該住宅

内及び住宅敷地内で飼育してはならない。 

（留守居届） 

第２２条 入居者が地域優良賃貸住宅を引き続き１５日以上使用しないとき

は、規則に定めるところにより、町長に、その旨を届け出なければならな

い。 

（転貸及び譲渡の禁止） 

第２３条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利

を他の者に譲渡してはならない。 



 

 

 

（住宅の用途変更） 

第２４条 入居者は、地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならな

い。ただし、町長の承認を得たときは、当該地域優良賃貸住宅の一部を住宅

以外の用途に併用することができる。 

（住宅の模様替え及び増築等） 

第２５条 入居者は、地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならな

い。ただし、模様替えについてその程度が軽微であり、原状回復又は撤去が

容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。 

２ 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該地域優良賃貸住宅を明

け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするも

のとする。 

３ 第１項の承認を得ずに地域優良賃貸住宅を模様替えしたときには、入居者

は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。 

（入居資格喪失者の認定） 

第２６条 町長は、入居者が次に掲げる要件のいずれかに該当した場合にあっ

ては、入居資格喪失者として認定し、すみやかに当該入居者にその旨を通知

するものとする。 

（１） その同居する子ども（複数あるときは最年少である子どもに限

る。）の年齢が１８歳に達した日以後最初の３月３１日を迎えたとき。 

（２） 子どもを有しない状態で、妻の年齢が４３歳に達したとき。 

（３） 婚姻関係を解消し、又は事実上婚姻関係と同様の事情が解消された

場合であって、当該解消後、地域優良賃貸住宅に居住を継続しようとする

世帯が子育て世帯に該当しないとき。 

（４） 入居者の所得が月額４８７，０００円を超えたとき。 

２ 入居資格喪失者は、当該認定に対し、規則で定めるところにより、意見を

述べることができる。この場合において、町長は、当該意見に理由があると

認めるときは、当該認定を更正し、その旨を当該入居資格喪失者に通知する

ものとする。 



 

 

 

（入居資格喪失者に対する明渡請求） 

第２７条 町長は、第４条に規定する町の責務を全うするため、前条第１項の

規定により入居資格喪失者の認定を受けた入居者に対し、期限を定めて、当

該地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。 

２ 前項の期限は、当該入居者が入居資格喪失者の通知を受領した日以後にお

ける最初の３月３１日から起算して６月を経過した日の翌日とする。 

３ 町長は、第１項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げ

る特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長

することができる。 

（１） 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。 

（２） 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 

（３） その他前２号に準ずる特別の事情があるとき。 

（入居資格喪失者に対する家賃） 

第２８条 前条第１項の規定による請求を受けた入居資格喪失者が同条第２項

の期限が到来してもなお当該地域優良賃貸住宅に継続して入居を続けるとき

は、入居者は、同項の期限が到来した日の翌日から当該地域優良賃貸住宅の

明渡しを行う日までの期間について、第１０条に規定する近傍同種家賃の額

に相当する額の賃料を支払わなければならない。 

（所得状況等の報告の請求等） 

第２９条 町長は、第５条第１項の規定による入居資格の確認、第１４条の規

定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は第２６条による入居資格喪失者

の認定に関し必要があると認めるときは、入居者の所得の状況について、当

該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は

官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求め

ることができる。 

２ 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができ

る。 

３ 町長又は当該職員は、前２項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏ら



 

 

 

し、又は窃用してはならない。 

（住宅の検査） 

第３０条 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、１０日前

までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。 

２ 入居者は、第２５条の規定により地域優良賃貸住宅を模様替えしたとき

は、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなけ

ればならない。 

（住宅の明渡請求） 

第３１条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当

該入居者に対し、当該地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。 

（１） 不正の行為によって入居したとき。 

（２） 家賃を３月以上滞納したとき。 

（３） 当該地域優良賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。 

（４） 正当な理由によらないで１５日以上地域優良賃貸住宅を使用しない

とき。 

（５） 第２０条から第２５条までの規定のいずれかに違反したとき。 

（６） 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。 

２ 前項の規定により地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速

やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。 

３ 町長は、第１項第１号の規定に該当することにより同項の請求を行ったと

きは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間に

ついては、近傍同種家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に

法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当

該地域優良賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同

種家賃の額の２倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。 

４ 町長は、第１項第２号から第５号までの規定に該当することにより同項の

請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該

地域優良賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月近傍同種家



 

 

 

賃の額の２倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。 

（駐車場の使用許可） 

第３２条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可（以下「使用許可」と

いう。）を受けなければならない。 

（使用者の資格） 

第３３条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件（以下「使用

者資格」という。）を具備する者でなければならない。 

（１） 地域優良賃貸住宅の入居者又は同居者であること。 

（２） 入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としているこ

と。 

（３） 駐車場の使用料を支払うことができること。 

（４） 第３１条第１項各号のいずれの場合にも該当しないこと。 

（駐車場の使用料） 

第３４条 町長は、駐車場の使用者（以下「使用者」という。）から、駐車場

の使用料（以下「使用料」という。）を徴収する。 

２ 使用料の額は、１区画当たり月額２，０００円とする。 

３ 使用料の徴収については、第１５条に規定する家賃の徴収の例による。 

４ 町長は、使用者に第１４条各号に掲げる特別の事情がある場合において、

当該使用者の申請に基づき、規則で定めるところにより、当該使用料を減額

し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。 

（使用の申込み） 

第３５条 使用者資格を具備する者は、駐車場を使用しようするときは、規則

で定めるところにより、その使用について、町長に申込みをしなければなら

ない。 

（使用者の決定） 

第３６条 町長は、前条の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者

として決定するものとする。ただし、当該申込みをした者の数が使用するこ

とができる駐車場の区画の数を超えるときは、抽選によって決定するものと



 

 

 

する。 

２ 町長は、前条の規定により使用の申込みをした者について、使用者として

決定したときは、当該決定した者（次条において「使用決定者」という。）

に対して、その旨を通知するものとする。 

（使用の手続） 

第３７条 使用決定者は、前条の規定による通知を受けた日から１０日以内

（次項及び第３項において「期限」という。）に、規則で定めるところによ

り、使用の手続きをしなければならない。 

２ 町長は、使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを期

限内にすることができないと認めるときは、当該期限を延長することができ

る。 

３ 町長は、使用決定者が期限内（前項の規定により延長された場合を含

む。）に第１項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り

消すことができる。 

（使用許可の取消し） 

第３８条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使

用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。 

（１） 使用者が不正の行為により使用許可を受けたとき。 

（２） 使用者が使用料を３月以上滞納したとき。 

（３） 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。 

（４） 使用者が正当な理由によらないで３０日以上駐車場を使用しないと

き。 

（５） 使用者が第３３条に規定する使用者資格を失ったとき。 

（６） 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。 

（委任） 

第３９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

（罰則） 



 

 

 

第４０条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃、共益費又は使用料の全

部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の５倍に相当する

金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５万円とす

る。）以下の過料に処する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


